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後
半
生
を
中
心
に

伊

佐

迪

子

〔
抄

録
〕

本
稿
で
は
讃
岐
の
三
十
九
歳
か
ら
四
十
一
歳
ま
で
の
実
人
生
を
検
証
し
た
。

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
父
頼
政
と
兄
仲
綱
と
を
失
い
、
治
承
五
年
（
一

一
八
一
）
に
は
皇
嘉
門
院
の
崩
御
に
よ
り
、
讃
岐
の
身
辺
は
急
に
寂
し
く
な

っ
た
。

兼
実
息
の
良
通
と
良
經
は
二
人
と
も
詩
と
連
句
に
対
し
て
非
凡
な
才
能
を

持
っ
て
い
る
。
世
は
詩
と
連
句
に
興
趣
を
感
じ
る
時
代
に
な
っ
て
お
り
、
兼

実
家
で
は
文
士
た
ち
を
招
き
詩
と
連
句
会
を
催
し
て
い
る
。
連
句
会
に
は
兼

実
自
身
の
参
入
と
讃
岐
の
同
席
も
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
良
通
と
良
經
と

讃
岐
の
係
わ
り
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
っ
て
讃
岐
の
和
歌
に
は
詩
や
連
句

の
知
識
が
豊
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

体
調
不
良
の
兼
実
は
讃
岐
が
傍
ら
に
居
な
け
れ
ば
、
生
き
て
行
く
こ
と
は

出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
世
間
に
対
し
て
自
分
の
代
理
を
さ
せ
、
兼
実
家

に
と
っ
て
最
主
要
な
人
物
と
し
て
、
讃
岐
を
遇
し
て
い
る
兼
実
で
あ
る
。
本

稿
の
検
証
結
果
は
讃
岐
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
前
進
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

代
理

良
通

良
經

歌
集

連
句
会

は
じ
め
に

先
稿
で
は
兼
実
家
に
入
っ
た
讃
岐
の
最
初
の
六
年
間
を
検
証
し
た
。
讃
岐
の
六

年
間
の
人
生
は
流
産
の
悲
し
み
で
始
ま
り
、
体
調
不
良
の
兼
実
の
介
護
に
明
け
暮

れ
る
日
々
が
続
い
た
。
兼
実
家
は
和
歌
界
の
保
護
者
的
な
立
場
に
あ
り
、
兼
実
家

に
参
集
す
る
俊
恵
や
重
家
、
更
に
は
俊
成
と
の
接
触
も
讃
岐
に
と
っ
て
可
能
で
あ

っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
た
。（
こ
の
間
の
事
情
は
拙
稿
を
ご
参
照
い

た
だ
き
た
い１

）

）

本
稿
で
は
七
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で
を
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。
以
仁
王
の
乱

は
父
頼
政
と
兄
仲
綱
の
自
害
を
誘
い
、
讃
岐
は
心
な
ら
ず
も
父
と
兄
と
を
同
時
に

失
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
成
長
し
た
兼
実
息
の
良
通
と
良
經
と
の
接
触
は
、
讃

岐
の
詠
歌
に
対
す
る
成
長
を
齎
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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平
家
の
都
落
ち
、
義
仲
の
入
京
な
ど
に
繫
が
る
戦
乱
前
夜
の
都
の
中
で
、
讃
岐

は
兼
実
の
傍
で
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。（
本
稿
に
お

い
て
二
条
院
讃
岐
を
讃
岐
と
の
み
表
記
す
る
）

⑺
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
讃
岐
三
十
九
歳

兼
実
三
十
二
歳

良
通
十
四
歳

姫
君
八
歳

良
經
十
二
歳

一
月
八
日

女
房
参

詣
吉
田
、
崇
神
院
等
、（
姫
御
前
相

具
之
、）
最
密
儀

毎
年
事
也
、
但
崇
神
院
今
年
始
参
也
、（
基
輔
乗

車
）

一
月
十
一
日

女
房
、
姫
君
御
前
（
八
歳
）
共
参

女
院
御
所
、

一
月
廿
八
日

今
暁
、
女
房
及
姫
君
侍
従
等
、
密
々
令

参

春
日
社
、
女
房

姫
君
今
夜
参

御
社
、
侍
従
明
暁
可

参
詣

也
、（
基
輔
、

保
能
、
信
光
、
良
清
等
、
騎
馬
在

共
、）

一
月
廿
九
日

入

夜
女
房
自

春
日

帰
洛
、
女
房
等
参
之
由
深
以
秘

之
、

巳
刻
、
侍
従
出

奈
良
、
宇
治
不

逗
留
、
直
過
了
云
々
、

讃
岐
が
兼
実
家
に
入
っ
て
七
年
目
で
あ
る
。
一
月
八
日
に
讃
岐
は
姫
君
の
お
供

で
神
社
参
詣
に
出
か
け
て
い
る
。
ま
た
、
十
一
日
に
は
八
歳
の
姫
君
と
と
も
に
、

讃
岐
が
女
院
へ
新
年
の
挨
拶
に
出
向
い
て
い
る
。
記
述
の
内
容
と
基
輔
の
お
供
で

あ
る
こ
と
か
ら
女
房
は
「
讃
岐
」
で
あ
る
。

一
月
廿
八
日
は
母
親
が
姫
君
と
良
經
と
を
連
れ
て
春
日
参
詣
に
出
か
け
て
い
る
。

次
男
の
侍
従
良
經
は
嫡
妻
の
母
親
が
伴
っ
て
行
く
こ
と
も
あ
り
、
讃
岐
が
付
き
添

う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
供
人
の
顔
ぶ
れ
が
嫡
妻
と
の
関
係
を
示
し
て
お
り
、

同
じ
女
房
表
記
な
が
ら
讃
岐
の
付
添
い
と
は
異
な
る
の
で
参
考
に
挙
げ
て
お
く
。

二
月
八
日

去
夜
聊
有

夢
想
、
今
夜
致

祈
念
、
日
来
有

所
労
、
今
日

殊
倍
増
、

二
月
廿
四
日

参

女
院
御
堂
、
今
夜
修
二
月
也
、
女
房
為

聴
聞

参

御
堂
、

二
月
廿
六
日

女
院
御
懺
法
結
願
也
、
余
依

風
病

不

出
仕
、

三
月
九
日

女
房
姫
君
等
、
密
々
参

稲
荷
、

園
社
等
、（
只
侍
許
在

共

能
忍
也
、）

兼
実
の
体
調
は
思
わ
し
く
な
く
夢
想
と
お
祈
り
に
頼
り
幸
せ
を
祈
っ
て
い
る
。

二
月
廿
四
日
に
は
女
院
御
方
で
行
わ
れ
た
修
二
月
に
讃
岐
が
聴
聞
に
参
入
し
て
い

る
。
廿
六
日
の
御
懺
法
結
願
に
は
兼
実
は
体
調
不
良
で
出
仕
し
て
い
な
い
。
讃
岐

は
兼
実
を
残
し
て
結
願
に
参
入
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
三
月
九

日
に
は
讃
岐
は
姫
君
と
共
に
稲
荷
、
祇
園
等
へ
参
詣
に
出
か
け
て
い
る
。

三
月
十
七
日

自

今
日

三
箇
日
、
奉

幣
帛
大
原
野
社
、
依

有

夢
想
事

也
、

三
月
廿
一
日

信
助
阿

梨
来
、
談

最
吉
夢
、

三
月
廿
三
日

今
暁
女
房
有

吉
夢
、

俄
熊
野
可

立

使
之
由
、
致

沙
汰

也
、

三
月
廿
六
日

智
詮
阿

梨
、
来
月
朔
日
可

進

発
熊
野

也
、
是
余
使
也
、

又
招

覚
乗
得
業
、
示

付
春
日
祈
事
等
、
自

来
月
三
日
、

可

参

詣
春
日
、
又
同
日
、
可

奉

供

養
自
筆
心
経

事

等
也
、
各
能
々
可

密
々

之
由
仰
了
、
只
生
涯
安
穏
、
而

不

可

招

災
、

三
月
晦
日

今
夜
余
有

吉
夢
、
今
日
余

奉

書

金
泥
心
経

了
、
又
女

一
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房
奉

書

墨
字
同
經
三
巻
、
相
具
送

智
詮
之
許

了
、

〔
兼
実
心
中
詠
〕
世
を
お
も
ふ
こ
こ
ろ
の
中
を
み
く
ま
の
の

神
の
め
く
み
を
あ
ふ
く
ば
か
り
そ

兼
実
は
夢
想
や
吉
夢
に
頼
り
自
筆
の
経
文
や
写
經
を
大
原
野
社
、
熊
野
大
社
、

春
日
大
社
な
ど
に
奉
納
し
供
養
し
て
い
る
。
こ
れ
は
体
調
不
良
を
癒
し
生
涯
を
安

泰
に
生
き
抜
く
た
め
の
神
頼
み
で
あ
る
。
兼
実
の
こ
れ
ら
の
願
い
に
も
讃
岐
の
見

る
吉
夢
と
手
助
け
が
必
要
に
な
る
。

兼
実
は
讃
岐
の
見
た
廿
三
日
の
吉
夢
に
依
り
熊
野
大
社
へ
智
詮
阿

梨
を
、
覚

乗
得
業
に
は
春
日
大
社
へ
と
、
自
分
の
代
理
参
詣
を
す
る
よ
う
に
手
配
し
て
い
る
。

晦
日
に
は
兼
実
の
吉
夢
に
合
わ
せ
て
讃
岐
が
心
経
三
巻
を
墨
字
で
書
い
て
お
り
、

兼
実
自
身
も
金
泥
の
心
経
や
理
趣
経
を
書
き
継
い
で
い
る
。

五
月
十
日

入
道
相
国
入
洛
、
武
士
満

洛
中
、
今
暁
有

夢
想
事
、

五
月
十
五
日

今
夜
、
三
条
高
倉
宮
（
院
第
二
子
）
配
流
云
々
、
自

今
旦
、

余
咳
病
殊
増
、
温
気
出
来
、

五
月
十
六
日

三
条
宮
配
流
事
、
源
以
光
、
宜

処

遠
流
、
早
令

追

出
畿

外
、

五
月
廿
日

夜
半
頼
政
入
道
引

率
子
息
等
、
参

籠
三
井
寺
、
己
天
下
大

事

、
奈
良
大
衆
蜂
起
、
己
欲

上
洛

云
々
、
余
尋

問

此
事
、
相

扶
病

参

院
、
運

家
中
雑
物
、
令

逃

女
人

等
、
大
略
可

逃
降

之
支
度

、

四
月
中
旬
か
ら
五
月
に
か
け
て
兼
実
は
体
調
不
良
で
あ
っ
た
。
以
仁
王
の
反
逆

に
呼
応
し
て
、
南
都
と
比
叡
山
の
大
衆
が
蜂
起
し
京
は
騒
々
し
く
な
っ
た
。
福
原

か
ら
入
道
相
国
が
武
士
団
を
率
い
て
入
洛
し
た
の
で
、
朝
廷
は
謀
反
人
の
三
条
高

倉
宮
を
遠
国
配
流
と
し
、
即
刻
畿
外
へ
の
追
放
を
決
定
し
た
。

五
月
廿
日
の
夜
半
に
頼
政
は
居
所
に
火
を
放
ち
一
族
を
引
き
連
れ
て
、
三
井
寺

に
参
籠
し
た
の
で
天
下
は
大
事
に
な
っ
た
。
兼
実
が
奈
良
の
大
衆
蜂
起
の
真
相
を

尋
ね
る
為
に
参
院
す
る
と
院
で
は
大
騒
動
に
な
っ
て
お
り
、
逃
降
す
る
支
度
の
最

中
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

五
月
廿
六
日

少
時
平
等
院
執
行
良
俊
、
奉

使
者

申
云
、
殿
上
廊
内
自
殺

之
者
、
三
人
相
残
、

其
中
具
有

無

首
之
者
一
人
、
疑
者
宮

云
々
、

六
月
十
日

所

逃

向
南
都

之
輩
、
其
中
有

相
少
納
言
宗
綱

云
々
、

六
月
十
五
日

相
少
納
言
宗
綱
、
被

拷
問

之
間
、
申

種
々
事
等

云
々
、

頼
政
と
仲
綱
と
源
氏
一
族
は
宇
治
橋
で
の
合
戦
で
敗
退
し
、
官
軍
が
宇
治
橋
を

攻
め
落
と
し
た
。
頼
政
は
仲
綱
と
他
の
一
人
の
三
名
で
平
等
院
に
て
休
息
中
に
官

軍
に
踏
み
込
ま
れ
、
つ
い
に
自
害
し
た
こ
と
が
判
る
。
五
月
廿
六
日
付
け
の
平
等

院
執
行
良
俊
の
使
者
は
、
三
人
の
う
ち
一
人
は
首
が
無
い
と
云
う
。
平
等
院
の
塔

中
に
は
寛
永
年
間
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
頼
政
の
慰
霊
塔
と
辞
世
の

句
碑
が
あ
る
。

国
賊
と
な
っ
た
頼
政
と
そ
の
一
族
は
政
治
的
に
葬
り
去
ら
れ
、
通
常
の
服
喪
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
女
性
に
は
罪
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
讃
岐
や
母

親
が
七
七
日
の
供
養
を
し
、
父
親
と
仲
綱
と
そ
の
子
清
綱
、
そ
し
て
源
氏
一
族
の

冥
福
を
祈
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
凡
そ
七
月
十
三
日
頃
が
頼
政
の
満
中
陰
な
の
で
、

讃
岐
も
こ
の
間
は
兼
実
の
傍
か
ら
離
れ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
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以
仁
王
に
呼
応
し
た
興
福
寺
と
三
井
寺
の
罪
科
を
問
う
宮
廷
側
。
南
都
へ
逃
れ

る
以
仁
王
支
持
の
公
卿
達
を
搦
め
取
り
拷
問
に
掛
け
る
官
軍
。
相
少
納
言
宗
綱
卿

は
『
平
家
物
語
』
に
は
、
以
仁
王
に
謀
反
を
勧
め
た
張
本
人
だ
と
見
え
て
お
り
、

後
年
、
兼
実
に
も
い
い
加
減
な
こ
と
を
囁
い
て
来
た
人
物
で
あ
る
。

六
月
廿
三
日

密
々
有

嫁
娶
事
、
右
大
将
良
通
、
通

花
山
院
中
納
言
兼
雅

卿
娘
、
非

執

聟
之
禮
、
非

迎

婦
之
儀
、
最
略
密
々
沙

汰
也
、
元
儀
関
白
為

子
、
可

被

迎

大
将

云
々
、
其

儀
相
違

、
無

衾
覆
之
禮
、
事
訖
余
女
房
帰
宅
、

七
月
十
二
日

申
刻
、
行
頼
頓
死
、
此
五
六
日
有

熱
腫
、
廿
五
年
積

奉
公
、

七
月
十
九
日

此
日
、
姫
君
着
袴
也
、・
・
先

是
女
房
八
人
、
祇

候
南
面

簾
中
、
姫
君
同
座

帳
前
、
母
上
同
相
副
、・
・
次
余
入

簾
中
、（
大
将
同

之
、）
母
上
相
共
令

著

装
束
、
余
結

腰
、・
・
姫
君
坐
定
之
後
、
余
召

人
、・
・
・
陪
膳
刑
部

卿
頼
輔
朝
臣
、
取

打
敷

参
上
、
女
房
取

之
傅

陪
膳
女

房
、（
京
極
局
、
姫
君
乳
母
也
、）
・
・
・
事
了
入

内
寝
、
姫

君
脱

装
束
、

清
盛
の
結
構
に
依
り
兼
実
の
長
男
・
良
通
が
入
道
相
国
の
孫
娘
を
娶
る
こ
と
に

な
っ
た
。
兼
実
家
に
と
っ
て
は
話
と
違
っ
て
、
病
弱
な
孫
娘
を
押
し
付
け
ら
れ
た

だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

家
司
と
し
て
兼
実
家
へ
奉
公
を
し
て
き
た
行
頼
が
他
界
し
た
。
奉
公
は
二
十
五

年
に
な
る
と
云
う
。
讃
岐
に
は
思
い
が
け
な
い
行
頼
の
死
で
あ
る
。
か
つ
て
皇
嘉

門
院
女
房
に
出
仕
し
た
時
か
ら
世
話
に
な
っ
た
同
族
の
長
老
で
あ
り
、
讃
岐
に
は

一
際
感
慨
深
い
も
の
が
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

讃
岐
が
父
の
満
中
陰
を
七
月
十
三
日
に
済
ま
せ
、
禊
を
修
し
て
兼
実
家
へ
戻
っ

た
の
は
凡
そ
十
七
日
頃
で
あ
ろ
う
。
讃
岐
が
早
々
に
兼
実
家
へ
戻
っ
た
の
は
、
兼

実
の
意
向
を
汲
ん
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

姫
君
は
八
歳
に
な
り
着
袴
儀
を
迎
え
る
ま
で
に
成
長
し
た
。
姫
君
の
着
袴
儀
が

十
九
日
に
行
わ
れ
た
の
は
、
讃
岐
が
兼
実
の
許
へ
戻
る
日
を
考
慮
し
て
設
定
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
日
の
記
述
に
は
「
母
上
」「
女
房
」「
陪
膳
女
房
」

と
書
き
分
け
ら
れ
て
お
り
、「
女
房
」
表
記
は
讃
岐
で
あ
る
。

七
月
廿
五
日

此
日
、
姫
君
着
袴
之
後
、
始
参

女
院
御
方
、
非

行
始
之
儀
、

只
密
々
之
事
也
、

八
月
十
六
日

女
房
参

女
院
御
方
、

記
述
は
無
い
が
着
袴
儀
を
済
ま
せ
た
姫
君
に
讃
岐
が
付
き
添
っ
て
、
七
月
廿
五

日
に
女
院
の
御
方
へ
挨
拶
に
出
か
け
て
い
る
。
ま
た
、
八
月
十
六
日
に
は
讃
岐
が

女
院
の
御
所
へ
恒
例
の
ご
機
嫌
伺
い
に
出
向
い
て
い
る
。

九
月
三
日

定
長
持

来
醫
方
抄
一
帖
、
為

一
見

所

尋
召

也
、
此
次

問

所
労
事
、
申
云
、
脚
気
之
上
気
之
所

致

、
委
思
慮

可

令

申
云
々
、

九
月
七
日

早
旦
女
院
渡

御
御
堂
、
為

訪

余
所
悩

給

也
、
余
依

歩

行
不
通
、
不

能

出
仕
、

所

渡
御

也
、
女
院
還
御
之

後
、
余
帰
宅
、
定
長
来
、
余
疾
疑

逆
気
之
病
、
持

来
病

患
論
、
其
説

余
病

作
、
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兼
実
の
所
労
は
九
月
に
入
る
と
か
な
り
悪
化
し
て
お
り
、
医
師
に
持
参
さ
せ
た

書
物
を
見
て
自
分
の
症
状
を
問
い
質
し
て
い
る
。
女
院
は
九
月
七
日
に
兼
実
を
御

堂
に
於
い
て
お
見
舞
い
に
な
っ
た
。

九
月
八
日

凡
今
般
之
疾
勝

於
先
々
、
内
心
極
弱
非

無

其
恐
、
入

夜

始
所
作
、
股
膝
不

叶

心
、
行
歩
如

不
通
、
左
右
手
健

冷
、
又
快
難

動
、

九
月
十
日

今
日
所

修
六
萬
遍
許

、

九
月
十
五
日

又
心
神
散
乱
、
遺
恨
多
端

、
又
毎
夜
転

読
法
華
経
一
巻
、

今
暁
女
房
夢
、

九
月
十
九
日

・
・
・
召

頼
基
、
示

療
治
事
、
廿
一
日
可

加

灸
治

之

由
令

申
、

そ
の
後
、
八
日
に
は
体
温
の
極
端
な
低
下
に
よ
り
歩
行
困
難
、
手
足
の
冷
え
、

股
膝
や
手
が
不
自
由
に
な
っ
て
い
る
。
兼
実
自
身
も
病
気
の
回
復
を
願
い
念
佛
を

唱
え
、
毎
夜
法
華
経
一
巻
を
転
讀
し
、
灸
治
の
手
配
ま
で
気
を
配
っ
て
い
る
。
兼

実
に
付
添
い
、
時
に
は
吉
夢
を
見
て
、
介
護
に
明
け
暮
れ
て
い
る
讃
岐
で
あ
る
。

頼
朝
の
決
起
が
関
東
か
ら
伝
え
ら
れ
、
洛
中
は
戦
い
に
対
す
る
恐
れ
が
立
ち
込

め
て
い
る
。
朝
廷
は
治
承
四
年
九
月
五
日
付
で
頼
朝
追
討
の
宣
旨
を
出
し
、
官
軍

の
平
家
に
追
討
を
命
じ
て
い
る
。
比
叡
山
の
大
衆
が
蜂
起
す
る
中
、
右
少
将
維
盛

朝
臣
を
追
討
使
と
す
る
一
行
が
、
九
月
廿
九
日
に
伊
豆
国
へ
向
け
て
出
発
し
た
。

十
月
三
日

女
院
御
方
被

始

行
御
懺
法
、
関
東
事
己
及

大
事
、

十
月
廿
四
日

女
房
参

女
院
御
方
、
此
日
御
懺
法
結
願
也
、

女
院
御
方
で
は
十
月
三
日
か
ら
御
懺
法
が
始
ま
り
、
兼
実
は
参
入
出
来
る
ま
で

に
回
復
し
た
ら
し
く
、
三
日
、
十
日
、
十
一
日
と
聴
聞
に
参
入
し
て
い
る
。
讃
岐

も
廿
四
日
の
御
懺
法
結
願
に
は
参
入
し
て
い
る
。

比
叡
山
大
衆
の
激
し
い
反
抗２

）

。
朝
廷
の
追
討
使
は
追
返
さ
れ
、
坂
東
逆
賊
の
頼

朝
軍
の
底
力
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
。
遠
江
以
東
十
五
ヵ
国
が
十
一
月
八
日
に
頼
朝

に
靡
き
、
十
二
日
に
は
美
濃
源
氏
が
与
力
し
、
廿
一
日
に
は
近
江
國
も
頼
朝
軍
に

靡
く
。
そ
し
て
一
院
の
第
三
親
王
の
宣
と
称
す
る
「
清
盛
法
師
を
誅
伐
す
べ
き
」

と
い
う
怪
文
書
が
関
東
よ
り
届
く
。
近
江
國
の
武
士
等
は
廿
九
日
に
三
井
寺
に

少
々
打
ち
入
っ
て
お
り
、
朝
廷
は
近
江
道
、
伊
賀
道
、
伊
勢
道
へ
追
討
使
を
下
向

さ
せ
た
。

十
一
月
五
日
、
宗
盛
は
京
へ
遷
都
を
進
言
し
た
が
清
盛
は
福
原
に
固
執
し
た
。

し
か
し
、
漸
く
遷
都
を
承
知
し
た
の
で
法
皇
は
廿
三
日
に
御
出
門
、
廿
六
日
未
刻

許
に
御
入
洛
で
あ
っ
た
。

平
家
方
は
南
都
の
大
衆
を
追
討
す
る
た
め
に
、
十
二
月
廿
五
日
に
重
衡
を
下
向

さ
せ
る
。
重
衡
は
興
福
寺
と
東
大
寺
な
ど
御
堂
や
房
舎
は
云
う
に
及
ば
ず
、
狛
川

原
の
邊
に
あ
る
在
家
も
併
せ
て
焼
払
い
、
悉
く
南
都
を
灰
燼
に
帰
し
て
帰
洛
し
た
。

『
平
家
物
語
』
で
語
ら
れ
る
重
衡
の
南
都
焼
討
で
あ
る
。

十
一
月
十
八
日

今
暁
有

最
上
之
吉
夢
、
今
夜
余
夢

天
下
動
静
事
、
吉
凶

未

決
、
東

及

近
江
國

云
々
、

十
一
月
廿
五
日

女
房
及
姫
君
、
参

詣
賀
茂
社
、・
・
・
無

出
車
、
且
依

夢
想

所

参
也
、
今
暁
又
為

余
有

最
吉
夢
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十
二
月
五
日

今
日
余
女
房
讃
岐
、
令

参

春
日

了
、
去
月
八
日
欲

参
、

而
聊
依

有

夢
想
事
、
今
日
所

令
参
也
、
又
心
經
十
二

巻
、
今
日
於

御
社

奉

供
養
、
同
毎
年
事
也
、

政
情
不
安
の
都
の
中
で
神
仏
の
加
護
を
信
じ
て
救
い
を
求
め
る
兼
実
で
あ
る
。

夢
想
に
よ
る
吉
慶
を
信
じ
て
、
十
一
月
廿
五
日
に
は
嫡
妻
と
姫
君
を
賀
茂
社
へ
参

詣
に
行
か
せ
、
十
二
月
五
日
に
は
余
女
房
讃
岐
を
自
分
の
夢
想
に
よ
り
代
理
で
春

日
参
詣
に
行
か
せ
て
い
る
。

十
二
月
廿
日

今
夜
夜
半
許
、
重
家
入
道
入
滅
、

十
二
月
廿
六
日

参

女
院
御
方
、
依

歩
行
不

叶
、
用

手
輿

亥
刻
帰
宅
、

歌
人
・
重
家
入
道
が
十
二
月
廿
日
に
入
滅
し
た
。
讃
岐
も
兼
実
家
で
接
触
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
讃
岐
に
は
和
歌
に
打
ち
込
む
余
裕
が
な
い
。
兼
実
の
体
調
に
合

わ
せ
て
介
護
に
明
け
暮
れ
る
日
々
が
続
き
、
父
親
の
死
と
相
俟
っ
て
三
十
九
歳
の

年
は
瞬
く
間
に
過
ぎ
去
っ
て
行
っ
た
。
讃
岐
は
滅
私
奉
公
の
鑑
と
云
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

兼
実
は
歩
行
が
困
難
で
外
出
の
折
に
は
手
輿
を
用
い
て
い
る
。
兼
実
の
体
調
は

未
だ
回
復
し
て
い
な
い
の
で
、
傍
に
い
る
本
妻
讃
岐
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
頼

り
切
っ
て
い
る
。
兼
実
が
夢
想
や
吉
夢
を
信
じ
て
い
る
の
は
、
政
治
の
場
へ
復
帰

し
た
い
と
い
う
念
願
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

⑻
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
讃
岐
四
十
歳

兼
実
三
十
三
歳

良
通
十
五
歳

姫
君
九
歳

良
經
十
三
歳

一
月
四
日

亥
刻
、
参

女
院
御
方
、
相

扶
所
労
、
入

夜
所

参
入

也
、

一
月
十
四
日

寅
刻
人
告
云
、
新
院
己
崩
御
者
、
事
己
一
定
、
丑
終
寅
始
程

事
云
々
、
御
葬
今
夜
被

用

最
略
儀
、
後
清
閑
寺
陵
、

（
京
都
市
東
山
区
清
閑
寺
歌
ノ
中
山
町
）

二
月
七
日

召

定
成
、
令

見

姫
御
前
身
、
聊
赤
小
瘡
出
之
故
也
、
非

疱
瘡
、
依

温
気
、
出
来
熱
気
也
、
余
自

昨
日

風
病
、

咳
気
競
發
、
前
後
不

覚
者
也
、

二
月
九
日

去
夜
、
姫
君
温
気
散
了
、
快
汗
出
了
云
々
、
余
始

小
湯
治
、

依

風
病
発
動

也
、

二
月
十
三
日

早
旦
、
女
房
密
々
参

詣
広
隆
寺
、
六
角
堂
等
、

二
月
十
五
日

季
経
朝
臣
来
、
談

姫
君
入
内
之
間
事
、
万
事
不

具
云
々
、

二
月
十
九
日

巳
刻
、
参

女
院
御
堂
、（
日
来
御

坐
御
堂
、）
今
日
殿
御
忌
日

也
、

閏
二
月
廿
四
日

・
・
・
女
房
参

女
院
御
方
、

兼
実
家
へ
入
っ
て
八
年
目
の
讃
岐
で
あ
る
。
兼
実
は
体
調
不
良
な
が
ら
女
院
へ

の
新
年
の
挨
拶
に
は
出
向
い
て
い
る
。
新
院
は
一
月
九
日
に
御
悩
、
十
二
日
に
御

悩
危
急
、
十
四
日
に
は
崩
御
に
な
っ
た
。

姫
君
の
気
分
が
勝
れ
な
い
。
兼
実
は
二
月
七
日
に
医
師
を
呼
び
、
手
当
を
し
た

の
で
姫
君
は
九
日
に
は
回
復
し
た
。
十
三
日
に
は
讃
岐
が
広
隆
寺
と
六
角
堂
へ
参

詣
し
て
、
姫
君
の
病
気
平
癒
の
お
礼
と
姫
君
の
将
来
を
祈
請
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

兼
実
は
姫
君
の
入
内
を
法
皇
側
近
へ
働
き
掛
け
て
お
り
、
所
労
を
押
し
て
女
院
へ

参
仕
す
る
の
は
、
女
院
の
口
添
え
を
期
待
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

閏
二
月
廿
四
日
に
は
讃
岐
が
女
院
の
御
所
へ
恒
例
の
挨
拶
に
出
向
い
て
い
る
。
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二
月
一
日

伝
聞
、
謀
反
賊
源
義
俊
、（
為
義
子
、
号

十
郎
蔵
人

云
々
）
率

数
万
之
軍
兵
、
暫
休

息
近
江
、
美
濃
之
邊
、

二
月
廿
七
日

伝
聞
、
禅
門
病

頭
風

云
々
、

二
月
廿
八
日

禅
門
頭
風
、
事
外
有

増
云
々
、
又
中
宮
不
例
云
々
、

二
月
廿
九
日

・
・
・
今
日
、
以

基
輔
朝
臣
、
遣

禅
門

邦
綱
卿
等
之
許
、

訪

疾
、

閏
二
月
五
日

禅
門
薨
逝
、
一
定
也
、

以

基
輔
朝
臣
、
弔

喪
家
、

閏
二
月
六
日

於

院
殿
上

、
被

議
関
東
乱
逆
之
事
、

閏
二
月
十
五
日

追
討
使
蔵
人
頭
正
四
位
下
平
重
衡
朝
臣
、
相

具
院
庁
御
下

文

、
所

発
向

也
、

三
月
十
七
日

・
・
・
秀
平
（
秀
衡
）
為

責

頼
朝
、
軍
兵
弐
萬
餘
騎
、
出

白
河
関
外
、

五
月
一
日

伝
聞
、
頼
朝
己
欲

上
洛

云
々
、

七
月
十
三
日

衆
火
競
起
、
炎
旱
、
飢
饉
、
関
東
以
下
諸
国
謀
反
、
天
変
、

怪
異
等
也
、

七
月
廿
四
日

北
陸
諸
国
与

力
東
国

了
、

東
国
で
は
謀
反
が
起
き
て
い
る
。
折
か
ら
清
盛
は
頭
風
を
病
ん
で
お
り
、
二
月

廿
八
日
に
は
頭
痛
が
酷
く
な
っ
た
。
廿
九
日
に
兼
実
も
清
盛
の
病
気
見
舞
い
を
し

た
が
、
閏
二
月
五
日
に
清
盛
は
薨
去
し
た
。『
平
家
物
語
』
に
は
高
熱
の
清
盛
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
真
相
は
極
度
の
頭
痛
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

朝
廷
は
閏
二
月
六
日
に
関
東
の

逆
に
つ
い
て

議
し
、
十
五
日
に
は
重
衡
を

美
濃
国
追
討
使
と
し
て
下
向
さ
せ
た
。
奥
州
に
は
頼
朝
を
攻
め
る
秀
衡
が
い
る
。

五
月
に
入
る
と
頼
朝
が
上
洛
を
覗
う
。
七
月
十
三
日
に
は
火
災
、
旱
魃
、
飢
饉
、

関
東
以
下
諸
国
の
謀
反
な
ど
、
天
変
恠
異
に
戸
惑
う
朝
廷
で
あ
る
。
廿
四
日
に
は

北
陸
諸
国
が
東
国
に
与
力
し
て
い
る
。

九
月
十
日

通
盛
朝
臣
之
軍
兵
、
為

加
賀
国
人
等
、
被

追
降

事
一

定
云
々
、

九
月
十
九
日

伝
聞
、
君
臣
引
率
、
可

赴

海
西

之
由
、
己
被

一
定

了
、

九
月
廿
日

伝
聞
、
東
国
、
北
陸
、
共
以
強
大
、
官
軍

弱
云
々
、

十
月
廿
七
日

・
・
・
或
人
云
、
頼
朝
必
定
己
企

上
洛
、

十
一
月
廿
五
日

中
宮
職
院
号
定
也
、
奉

号

建
礼
門
院

云
々
、

九
月
十
日
に
は
追
討
使
が
加
賀
國
で
追
落
と
さ
れ
、
平
家
方
は
十
九
日
に
法
皇

と
公
卿
達
を
引
き
連
れ
て
西
海
に
赴
く
こ
と
を
決
定
し
た
。
東
国
や
北
陸
は
強
大

だ
と
朝
廷
は
や
っ
と
気
付
い
た
ら
し
い
。
十
月
に
は
頼
朝
が
上
洛
を
企
て
て
お
り
、

十
一
月
廿
五
日
に
は
中
宮
に
建
禮
門
院
の
院
号
を
奉
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
月
四
日

亥
刻
、
女
院
御
所
炎
上
、
先
渡

御
々
堂
御
所
、（
大
将

其

室
同

之
、）
其
後
、
余
帰

家
、
令

禦

餘
焔
、
遂
免
了
、

女
院
渡

御
余
家
、
及

深
更
、
余
渡

居
南
尼
上
家
、（
先

是
、
女
房
等
渡
了
、）

三
月
十
四
日

女
房
姫
君
、
密
々
参

詣
広
隆
寺
、
六
角
堂
等
、

三
月
廿
一
日

丑
刻
、
女
院
御
所
焼
亡
、
余
不

参
會
、
出

自

御
所
之
内

云
々
、
余
居
所
希
有
免
了
、
凡
廿
日
之
内
、
両
度
有

此

災
、
非

言
語
之
所

及
、
女
院
御
生
中
、
令

遭

火
給
事
、
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加

今
度

七
ケ
度
也
、
毎
度
出

自

御
所
内

云
々
、

三
月
廿
二
日

女
院
御
堂
御
所
四
壁
不

全
、

渡

御
頼
輔
入
道
南
直
廬
、

未
曾
有
事
也
、
留

御
堂
御
所
、
殿
上
、
為

表
御
座

候

之
由
也
、

三
月
廿
四
日

女
房
参

院
御
所
、
中
御
門
大
納
言
被

来
、
為

訪
也
、
日

来
依

所
労

不

罷
行

云
々
、

三
月
廿
七
日

尾
張
相
国
入
道
、
入
洛
之
慶
、
内
々
示
遣
、
以

女
房
、
伝

憲
親
法
師

也
、

四
月
廿
七
日

甚
雨
、
女
房
参

女
院
御
所
、

女
院
は
生
涯
の
う
ち
七
度
の
火
災
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
三
月
四
日
、
亥
刻
に

女
院
御
所
か
ら
出
火
、
全
焼
は
免
れ
た
。
女
院
は
同
居
の
良
通
と
其
室
を
伴
っ
て

御
堂
御
所
に
避
難
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
兼
実
家
に
渡
御
さ
れ
た
の
で
、
兼
実
は

嫡
妻
と
姫
君
を
伴
い
嫡
妻
の
母
親
尼
君
の
許
へ
渡
居
さ
せ
た
。

渡
居
後
の
三
月
十
四
日
に
姫
君
と
讃
岐
は
広
隆
寺
と
六
角
堂
へ
参
詣
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
三
月
廿
一
日
の
深
夜
に
女
院
御
所
が
全
焼
し
た
。
女
院
の
避
難
先
の
御

堂
御
所
は
四
方
の
壁
面
の
補
強
工
事
が
必
要
な
の
で
、

に
頼
輔
入
道
の
南
家
に

渡
御
さ
れ
た
。
未
曾
有
の
事
な
の
で
廿
四
日
に
兼
実
の
使
い
と
し
て
、
讃
岐
が
院

の
御
所
へ
出
か
け
て
、
現
状
説
明
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三
月
廿
七
日
に

は
尾
張
相
国
入
道
の
入
洛
の
慶
び
を
伝
え
る
為
に
、
讃
岐
は
兼
実
の
使
者
の
役
目

も
務
め
て
お
り
、
四
月
廿
七
日
に
は
女
院
へ
恒
例
の
挨
拶
に
出
向
い
て
い
る
讃
岐

で
あ
る
。

讃
岐
は
病
弱
な
兼
実
を
支
え
、
兼
実
も
本
妻
の
讃
岐
に
頼
り
切
っ
て
い
る
。
兼

実
が
居
所
を
多
数
持
て
ば
雇
用
す
る
女
房
の
人
数
も
多
く
な
る
。
当
然
、
本
妻
の

讃
岐
が
女
房
の
雇
用
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
兼
実
家
の
主
要
な
人
物
と

し
て
、
讃
岐
は
そ
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

六
月
三
日

女
房
姫
君
（
九
歳
）
、
物

詣
吉
田
、

園

也
、
密
々
事
也
、

六
月
五
日

亥
刻
、
女
院
渡

御
楊
梅
壬
生
之
邊
家
、
余
大
将
同
車
参
会
、

及

深
更

帰
宅
、

六
月
七
日

未
刻
、
参

女
院
御
所
、（
壬
生
殿
也
）
入

夜
帰

九
条
、

六
月
十
七
日

参

女
院
御
所

宿
仕
、

七
月
四
日

申
刻
参
院
、
依

召
参

御
前
、
数
刻
預

勅
語
、
而
天
気
甚

快
、
参

女
院

宿
候
、

七
月
十
一
日

早
旦
参

女
院
、
依

召
也
、

兼
実
の
所
労
は
五
月
中
頃
に
か
な
り
回
復
し
た
。
女
院
へ
毎
日
の
よ
う
に
祇
候

し
、
自
分
に
対
す
る
吉
夢
に
喜
び
、
病
気
回
復
の
為
に
は
韮
を
服
し
念
仏
に
も
余

念
が
な
い
。
六
月
三
日
に
は
讃
岐
が
姫
君
と
共
に
吉
田
、
祇
園
へ
参
詣
に
出
か
け

て
い
る
。
四
日
に
は
兼
実
が
覚
智
僧
正
六
条
壬
生
家
を
下
見
し
て
、
御
堂
御
所
の

補
強
工
事
が
終
わ
る
ま
で
の

御
所
に
す
る
手
筈
を
整
え
て
い
る
。

七
月
四
日
に
は
法
皇
か
ら
お
召
し
が
あ
り
、
長
時
間
に
亘
り
兼
実
へ
直
々
に
お

言
葉
を
賜
わ
っ
た
。
兼
実
と
し
て
は
有
難
く
嬉
し
く
、
法
皇
の
ご
機
嫌
が
頗
る
よ

い
の
で
胸
を
撫
で
下
ろ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

七
月
十
四
日

此
日
、
有

改
元
事
、（
養
和
、
敦
周

申
云
々
）
安
徳
天
皇
、

七
月
廿
五
日

小
兒
（
女
子
）
於

女
院
御
所
、
密
々
有

食

魚
味

事
、（
母

大
貳
八
条
院
女
房
三
位
局
）

一
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七
月
廿
六
日

女
房
参

女
院
御
所
、
密
々
用

侍
従
車
、
共
侍
両
三
人
、
基

輔
朝
臣
連

車
、

八
月
四
日

女
房
姫
君
、
密
々
参

詣
賀
茂
社
、
最
密
々
儀
也
、

八
月
九
日

戌
刻
、
女
院
自

壬
生
御
所
、
還

御
九
条
頼
輔
入
道
直
廬
、

八
月
十
日

女
院
御
所
棟
上
也
、
申
刻
、
法
性
寺
座
主
被

来
、
数
刻
談

語
、

八
月
十
八
日

親
經
来
、
余
対

面
之
、

七
月
十
四
日
に
改
元
が
行
わ
れ
て
養
和
元
年
と
な
っ
た
。
廿
五
日
に
兼
実
落
胤

女
兒
の
「
魚
味
を
食
す
る
儀
」
が
女
院
御
所
で
行
わ
れ
た
。
翌
日
、
讃
岐
は
女
院

御
所
へ
お
礼
の
挨
拶
に
出
向
い
て
い
る
。
八
月
四
日
に
は
姫
君
の
お
供
を
し
て
賀

茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
。

女
院
は
九
日
に
壬
生
御
所
か
ら
九
条
頼
輔
入
道
直
廬
へ
還
御
に
な
り
、
翌
日
の

十
日
に
女
院
御
所
の
棟
上
げ
が
行
わ
れ
た
。
十
八
日
に
は
法
皇
側
近
の
親
経
が
兼

実
家
を
来
訪
し
て
い
る
。

十
月
十
三
日

女
房
参

女
院
御
方
、

十
一
月
二
日

女
院
新
御
所
御
渡
也
、
非

啻
不

用

移

之
禮
、
還
幸

之
儀
省
略
、
亥
終
有

渡
御
、
依

程
近
、
人
々
歩
行
也
、

女
房
狩
衣
、
濃
袴
也
、

十
一
月
三
日

女
院
還
御
、
依

半
作

可

造
畢

之
故
、
一
宿
之
後
、

即
還
御
也
、

十
一
月
九
日

参

女
院
御
方

、
御

覧
新
御
所

、
候

御
共

、

十
一
月
十
四
日

午
刻
、
頼
業
来
、
呼

前
談

雑
事
、
申
刻
、
相

具
女
房
、

参

新
御
所
、
見
廻
、

十
一
月
十
九
日

戌
終
許
、
更
着

烏
帽
直
衣
、
参

御
所
、
即
御
幸
、
余
及

大
将
、
寄

御
車
、

兼
実
は
何
度
と
な
く
女
院
御
所
の
工
事
現
場
を
見
回
っ
て
お
り３

）

、
そ
の
努
力
は

大
変
な
も
の
で
あ
る
。
十
月
十
三
日
に
讃
岐
が
女
院
の
御
所
へ
恒
例
の
挨
拶
に
参

上
し
て
い
る
。

女
院
御
所
は
未
完
成
な
が
ら
十
一
月
二
日
に
女
院
の
渡
御
が
行
わ
れ
た
。
讃
岐

は
狩
衣
と
濃
袴
で
渡
御
に
付
き
従
っ
て
お
り
、
翌
三
日
に
は
還
御
に
な
っ
て
い
る
。

九
日
に
は
女
院
自
ら
が
兼
実
を
お
供
に
し
て
工
事
現
場
に
出
向
か
れ
て
い
る
。
讃

岐
は
十
四
日
に
兼
実
に
伴
わ
れ
て
工
事
現
場
を
視
察
し
、
女
院
御
所
の
装
束
を
下

見
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
九
日
に
は
新
御
所
が
完
成
し
て
女
院
の
御
幸
が
行
わ

れ
た
。十

一
月
廿
九
日

入

夜
女
院
聊
御
風
気
御
云
々
、

馳
参
、
殊
六
借
御
、

女
房
等
語
云
、
酉
刻
許
頗
令

振
給
、
其
後
、
別
事
不

御
而
之
間
、
只
今
乍

居
令

転
倒
、
其
後
不

覚
御

云
々
、

十
一
月
卅
日

女
房
告
送
、
今
朝
猶
不

快
御

云
々
、
即
辰
時
馳
参
、
御

食
事
不

通
、
御
心
地
雖

無

殊
事
、
自

今
夕

被

始

御
懺
法
、
今
夜
宿
候
、

十
二
月
一
日

聊
有

御
減
、
然
而
不

退
出
、
今
夜
猶
宿
候
、
入

夜
、

有

御
増
、
及

危
急
、

十
二
月
三
日

今
日
殊
有

御
減
、
今
夜
猶
宿
候
、
御
受
戒
如

昨
日
、
殊
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令

念
佛

給
、

十
二
月
四
日

申
刻
、
頗
令

病
悩

給
、
大
略
御
終
焉
之
刻

、
御
眼
精

頗
令

変
給
、
寅
刻
遂
以
崩
御
、

十
二
月
五
日

御
衣
改
、
初
日
仏
事
、
入
棺
、
御
墓
所
渡
御
、
御
葬
礼
等
、

（
御
墓
所
・
最
勝
金
剛
院
御
所
）

十
二
月
十
八
日

懺
法
、
例
講
、
第
二
七
日
也
、
入

夜
資
長
来
、
於

御
堂

謁

之
、

女
院
が
風
邪
気
味
だ
と
の
報
せ
が
十
一
月
廿
九
日
に
あ
り
、
兼
実
は
馳
せ
参
じ

た
。
女
院
は
震
え
と
意
識
が
朦
朧
と
し
た
状
態
で
転
倒
し
、
翌
朝
も
不
快
に
御
す

と
い
う
の
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
も
卅
日
の
御
懺
法
は
予
定
通
り
始
め
ら

れ
る
と
い
う
。
連
続
し
て
宿
候
す
る
兼
実
を
讃
岐
が
気
使
っ
て
い
る
の
は
当
然
で

あ
ろ
う
。

十
二
月
四
日
寅
刻
、
皇
嘉
門
院
は
崩
御
に
な
っ
た
。
御
墓
所
は
東
福
寺
境
内
の

最
勝
金
剛
院
御
所
で
あ
る
。
兼
実
は
所
労
を
忘
れ
て
参
仕
し
て
お
り
、
年
明
け
へ

と
供
養
は
続
く
。

⑴

九
月
七
日

大
将
（
十
四
歳
）
侍
従
（
十
二
歳
）
密
々
有

連
句
、
七
十

、

⑵

九
月
廿
五
日

文
士
一
両
会
合
、
大
将
、
侍
従
等
、
有

連
句
之
興
、
先

仙
五
十

、

⑶

十
月
一
日

密
々
、
大
将
、
侍
従
有

連
句
興
、
範
季
候

座
、

⑷

十
月
三
日

有

小
連
句
、

⑸

十
月
六
日

大
将
、
侍
従
有

連
句
之
会
、
文
士
四
五
許
輩
会
合
、
又

密
々
有

詩
、

⑹

十
月
十
日

両
息
、
連
句
会
、
密
々
事
也
、

⑺

十
月
十
四
日

大
将
、
侍
従
等
、
有

連
句
会
、
及

晩
、
見

廻
作
所
、

又
参

女
院
、

⑻

十
月
十
五
日

両
息
有

連
句
会
、
長
光
入
道
、
光
盛
、
文
士
七
八
輩
、

大
将
侍
従
同
数
也
（
共
十
四
韻
、
陽
唐
百
廿
韻
）

⑼

十
月
十
七
日

侍
従
方
、
庚
申
之
次
、
有

連
句
和
歌
等
事
、

十
月
廿
三
日

大
将
、
侍
従
等
、
有

連
句
会
、
文
士
六
七
許
輩
、
其
後

有

詩
、

十
一
月
六
日

大
将
、
侍
従
有

連
句
会
、（
真
臻
百
韻
）
又
密
々
講

詩
、

題
云
、
白
雲
飛

詩
席
、

十
一
月
十
日

両
息
有

連
句
会
、（
先
仙
百
韻
）
又
密
々
有

詩
、
寒
月
映

簾
帷
、

十
一
月
廿
二
日

大
将
、
侍
従
有

連
句
会

（
虞
模
百
韻
）
長
光
入
道
在

座
、
光
盛
、
光
長
以
下
、
文
士
十
餘
輩
、
頗
有

其
興
、

又
有

詩
、
酔
中
不

識

冬
、（

字
）

養
和
元
年
の
連
句
会
が
讃
岐
と
関
わ
る
情
況
を
見
て
お
き
た
い
。
右
記
の
通
り

兼
実
家
で
は
良
通
と
良
經
が
成
長
し
、
密
々
連
句
会
が
十
三
回
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
若
年
の
良
通
と
良
經
が
非
凡
な
才
能
を
覗
か
せ
て
い
る
。
同
席
の
文
士

た
ち
も
和
歌
以
外
の
才
能
を
秘
め
て
お
り
、
こ
れ
も
時
代
の
趨
勢
で
あ
ろ
う
か
。

兼
実
家
で
連
句
会
が
行
わ
れ
る
と
接
待
役
は
讃
岐
で
あ
る
。
従
っ
て
讃
岐
も
同

席
し
て
知
識
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
文
士
達
が
同

席
す
れ
ば
讃
岐
の
同
席
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
取
得
し
た
知
識
が
『
二
条

院
讃
岐
集
』
や
、
後
年
の
勅
撰
和
歌
集
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
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た
、
後
に
歌
壇
の
指
導
者
と
な
る
若
い
良
經
と
の
繫
が
り
も
指
摘
で
き
る
。

⑼
壽
永
元
年
（
一
一
八
二
）
讃
岐
四
十
一
歳

兼
実
三
十
四
歳

良
通
十
六
歳

姫
君
十
歳

良
經
十
四
歳

一
月
十
二
日

舊
臣
女
房
等
、
奉

供

養
結
縁
経
、
此
中
余
女
房
、
自
筆
書

写
般
若
心
経
、
為

答

芳
恩

也
、
普
賢
菩
薩
、

十
羅

刹
女
、（
一
舗
半
）
女
房
等
手
自
所

奉

図
也
、
今
日
女
房

参
入
聴
聞
、

一
月
十
七
日

大
将
修

仏
事
、
女
房
為

聴
聞

参

御
堂
、

一
月
十
八
日

朝
懺
法
之
次
、
女
房
供

養
仏
経
、
此
日
御
法
事
也
、

一
月
廿
四
日

御
正
日
也
、
余
参

御
墓
所

（
大
将
同

之
）
見

廻
御
堂
、
了

後
帰

南
家
、

今
夜
、
女
房
等
留

候
御
堂

也
、
日
来
之
間
、
不
断
念
佛
、

御
周
関
、
不

可

退
転

之
由
、
召
仰
了
、
女
房
侍
僧
等
、

可

結
番

之
由
仰
了
、

兼
実
家
へ
入
っ
て
九
年
目
の
讃
岐
で
あ
る
。
前
年
末
か
ら
継
続
し
て
女
院
へ
の

供
養
と
法
要
が
続
い
て
い
る
。
一
月
十
二
日
に
は
女
院
に
仕
え
た
人
達
で
結
縁
経

の
供
養
が
あ
り
、
讃
岐
は
自
筆
書
写
の
般
若
心
経
を
供
養
し
て
い
る
。
法
要
を
聴

聞
し
女
院
の
冥
福
を
祈
る
讃
岐
は
女
院
と
の
出
会
い
を
、
ま
た
二
条
院
皇
后
育
子

と
の
縁
に
も
想
い
を
馳
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

十
七
日
は
良
通
の
営
む
佛
事
に
讃
岐
が
聴
聞
に
参
入
し
て
お
り
、
十
八
日
に
は

讃
岐
が
仏
經
を
供
養
し
て
い
る
。
御
正
日
に
は
御
堂
に
留
ま
り
結
番
し
て
、
不
断

に
念
佛
を
す
る
よ
う
に
と
、
女
房
侍
僧
等
に
兼
実
が
命
じ
て
い
る
。

二
月
三
日

大
将
風
病
、

為

訪
行
向
、
頗
有

辛
苦
之
気
、
修

仁
王

講
、
及

晩
、
女
房
為

訪
行
向
、

二
月
十
五
日

酉
刻
参

御
堂
、
大
将
自

今
夕

渡

邪
気
、
定
成
、
問

所

労
事
、

二
月
十
八
日

午
刻
、
参

御
堂
、
女
房
三
位
局
、
有

佛
経
供
養
事
、
大
将

又
扶

病
参
入
聴
聞
、

二
月
廿
日

入

夜
大
将
不
例
之
由
告
来
、
即
行
向
、
智
詮
祈

之
、
亥
刻

落
居
了
、

良
通
が
風
病
を
患
っ
た
の
で
兼
実
が
二
月
三
日
に
見
舞
っ
て
お
り
、
晩
に
は
讃

岐
も
見
舞
っ
て
い
る
。
女
院
の
供
養
と
法
要
が
長
期
に
継
続
し
て
お
り
、
良
通
に

疲
れ
が
出
て
い
る
。
十
八
日
の
女
房
三
位
局
の
供
養
に
、
良
通
は
無
理
を
し
て
参

入
し
た
が
、
廿
日
に
は
寝
込
ん
だ
の
で
、
お
抱
え
僧
に
祈
禱
を
さ
せ
て
い
る
。

二
月
廿
二
日

自

未
刻
許
、
風
病
更
發
、
浴
湯
之
後
、
弥
増

温
気

加

火
、

東
西
不

覚
、
服

訶
梨
勒
丸
、
瀉
之
後
、
入

夜
少
減
、

温
気
少
散
、

二
月
廿
三
日

風
病
頗
宜
、
食
事
不

如

例
、
無
力
無

術
、

二
月
廿
四
日

所
労
今
日
増

自

昨
日
、
余
有

今
来
月
可

慎

命
之
夢
想
、

二
月
廿
六
日

佛
厳
聖
人
来
問

疾
、
余
乍

臥
対
面
、
最
勝
金
剛
院
修
二
月

云
々
、

三
月
四
日

大
将
加

灸
治
、
中
御
門
大
納
言
被

来
、
余
湯
治
之
間
、
不

謁

之
、

三
月
五
日

故
院
御
月
忌
也
、
余
依

湯
治
、
不
参
、
大
将
来

余
第

加
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灸
治
、

三
月
六
日

大
将
来
加

灸
治

如

昨
、
此
日
、
除
目
始
也
、

懸
命
に
女
院
の
供
養
を
行
っ
て
き
た
兼
実
も
、
二
月
廿
二
日
か
ら
体
調
不
良
に

な
り
臥
せ
っ
て
い
る
。
そ
こ
へ
三
月
に
入
る
と
良
通
が
灸
治
の
た
め
に
参
入
し
て

く
る
。
讃
岐
を
始
め
女
房
達
が
兼
実
と
良
通
の
介
護
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
二
人

の
病
人
の
世
話
は
大
変
で
あ
る
。

三
月
十
五
日

沐
浴
、
入

夜
参

宿
御
堂
御
所
、
自

今
日
初
夜
時
、
可

始

如
法
懺
法
前
、
方
便
之
懺
法

之
故
也
、

三
月
廿
日

入

夜
、
初
夜
懺
法
如

常
、

三
月
廿
二
日

今
日
懺
法
、
後
夜
日
中
許
行

之
、
重
厳

浄
道
場
、
余
洗

頭
、
衣
裳
己
下
、
食
膳
器
等
、
皆
新
調
也
、

三
月
廿
三
日

此
日
、
後
夜
時
始
修
、
三
七
日
一
心
精
進
、
法
花
三
昧
、

三
月
廿
六
日

懺
法
読
経
如

昨
、
可

書

写
如
法
經

之
由
、
自

今
日

思

立
、

三
月
卅
日

女
房
為

聴
聞

來

御
堂
、
今
日
三
時
懺
法
如

常
、

四
月
五
日

御
月
忌
也
、
大
将
相

扶
灸
治

参
入
、

四
月
十
四
日

自

今
暁
、
奉

書

始
如
法
經
、
懺
法
之
後
有

啓
白
、

四
月
十
五
日

昨
日
、
法
皇
御
登
山
之
間
、
山
僧
等
可

奉

盗

取
法
皇

之

由
、
今
旦
、
得

其
告
、
洛
中
武
士
騒
動
、
忽
率

数
多
騎

向

坂
下
、
依

僻
事

空
帰
了
、
鳴
呼
第
一
事
云
々
、

四
月
十
六
日

如
法
経
終

写
功
、
奉

埋

最
勝
金
剛
院
山
、（
故
女
院
御
墓
所

近
辺
也
）

四
月
十
九
日

伝
聞
、
十
五
日
浮
言
、
全
玄
僧
正
告

前
大
将

之
由
風
聞
、

兼
実
は
体
調
不
良
な
が
ら
供
養
と
法
要
に
専
念
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
讃

岐
の
援
助
が
必
要
に
な
る
。
三
月
廿
二
日
で
は
道
場
を
清
浄
に
保
つ
た
め
に
衣
裳
、

食
器
に
至
る
ま
で
新
調
す
る
と
い
う
。
道
場
で
参
宿
す
る
兼
実
の
食
事
の
世
話
や

睡
眠
の
世
話
も
あ
る
。
讃
岐
の
配
慮
は
多
大
な
労
力
を
要
す
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

御
懺
法
は
三
月
卅
日
に
讃
岐
も
聴
聞
し
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
兼
実
の
体
調
も
少

し
回
復
し
て
来
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
世
間
で
は
、
四
月
十
五
日
に
法
皇
が
比
叡
登
山
の
間
に
、
山
僧
達
が

法
皇
を
盗
み
取
る
と
密
告
す
る
者
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
十
九
日
に
虚
言
だ
と
判

っ
た
の
で
大
騒
動
は
収
ま
っ
た
。

・
四
月
廿
三
日

大
将
来

此
第
、
密
々
有

詩
、
連
句
等
、

・
四
月
廿
八
日

大
将
来
、
此
夜
、
密
々
有

詩
、
連
句
等
、
長
光
入
道
候

其

座
、

五
月
五
日

御
月
忌
也
、

参

御
堂
、
二
位
中
将
、
僧
都
等
参
侯
、
大

将
又
参
、

五
月
十
六
日

余
始
出
仕
、
橡
直
衣
、
練
指
貫
、
白
帷
、
重
服
冠
、
黒
沓
等

也
、
参
院
許
也
、
入

見
参
、

五
月
十
八
日

被

始

恒
例
供
花

云
々
、

五
月
廿
五
日

佛
眼
行
法
結
願
也
、

五
月
廿
七
日

此
日
、
改
元
也
、
被

用

壽
永
、（
俊
経
卿
択
申
云
々
）
後
鳥

羽
天
皇
、

六
月
四
日

奉

始

一
尺
三
寸
十
一
面
像

、
智
詮
阿

梨
加

持
御
衣
木
、
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六
月
五
日

依

御
月
忌
、
参

御
堂
、
二
位
中
将
、
僧
都
等
参
侯
如

例
、

大
将
又
参
、

・
六
月
十
三
日

大
将
方
有

連
句
、
並
密
々
詩

云
々
、

六
月
十
六
日

入

夜
、
奉

供

養
一
尺
三
寸
十
一
面
観
音
像
、

同
經
一

巻
、
千
手
陀
羅
尼
一
千
反
、

六
月
廿
一
日

参

御
堂
御
所
、
及

晩
帰
来
、

・
六
月
廿
九
日

女
房
等
参

御
堂
、
終
日
供

養
於
法
華
経
、
女
房
所

参
、

余
同
参
入
、
及

晩
帰
来
、

今
夜
、
大
将
、
少
将
共
有

連
句
之
興
、
又
密
々
有

詩

云
々
、

五
月
廿
七
日
に
改
元
が
行
わ
れ
て
壽
永
と
改
め
ら
れ
た
。
賀
茂
重
保
の
百
首
撰

歌
集
の
勧
進
が
あ
っ
た
頃
、
兼
実
も
良
通
も
体
調
が
少
し
は
回
復
し
た
ら
し
い
。

心
を
込
め
た
女
院
へ
の
供
養
と
共
に
、
良
通
と
良
經
の
詩
と
連
句
会
も
ま
た
復
活

し
て
い
る
。
資
料
の
行
頭
に
・
を
付
し
て
見
る
と
、
四
月
か
ら
十
二
月
の
間
に
八

回
行
わ
れ
て
い
る４

）

。
五
月
十
六
日
に
兼
実
は
院
へ
よ
う
や
く
出
仕
し
、
六
月
十
六

日
に
は
十
一
面
観
音
像
や
観
音
経
の
供
養
を
行
っ
て
い
る
。
六
月
廿
九
日
に
は
女

房
た
ち
が
供
養
す
る
法
華
経
供
養
に
、
讃
岐
と
共
に
兼
実
も
参
入
し
て
い
る
。

七
月
五
日

依

御
月
忌
、
大
将
相
共
参

御
堂
、
二
位
中
将
不
参
、

七
月
八
日

今
日
、
女
房
参

御
堂
、
供
花
、

七
月
十
四
日

奉

為
故
女
院
、
奉

供

養
畫
像
釈
迦
如
来
像
一
鋪
、

反

古
色
紙
妙
法
蓮
華
経
一
部
、

・
七
月
十
八
日

大
将
来
、
有

小
連
句
、
並
詩
等
事
、

七
月
廿
日

及

晩
大
将
除
服
之
後
始
出
仕
、
先
参
院
、
参

建
禮
門
院、

次
参
内
、

七
月
廿
四
日

巳
刻
、
大
将
不
例
、
大
略
瘧
病

、

七
月
廿
六
日

大
将
大
事
發
了
、

申
刻
許
行
向
、
雖

重
病

不

及

恐
、

女
房
同
来
、
入

夜
帰
宅
、

七
月
卅
日

大
将
今
日
平
癒
了
、

賀
茂
社
の
神
主
、
加
茂
重
保
（
一
一
一
九
〜
一
一
九
一
）
の
勧
進
に
よ
り
、
七
月

中
旬
頃
に
『
二
条
院
讃
岐
集
』
を
賀
茂
社
に
奉
納
し
て
い
る
。
七
月
八
日
に
讃
岐

が
供
花
を
し
て
い
る
の
は
、
女
院
の
霊
前
と
亡
き
父
頼
政
に
歌
集
奉
納
の
成
功
を

祈
念
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
後
年
、『
千
載
和
歌
集
』
に
は
こ
の
歌
集
か
ら
三

首
撰
入
さ
れ
て
、
讃
岐
が
女
流
歌
人
の
地
位
を
確
立
し
た
歌
集
で
あ
る
。

七
月
廿
四
日
か
ら
良
通
が
寝
込
ん
で
お
り
、
廿
六
日
に
は
兼
実
と
共
に
讃
岐
も

見
舞
い
に
訪
れ
て
い
る
。
卅
日
に
良
通
は
よ
う
や
く
回
復
し
た
が
、
度
重
な
る
良

通
の
体
調
不
良
は
気
懸
り
で
あ
る
。

八
月
一
日

入

夜
、
余
病
悩
如

例
、
風
病

、
温
気
如

火
、
終
夜
悩

乱
、

八
月
四
日

今
日
神
心
不
快
、

八
月
五
日

故
院
御
月
忌
也
、
瘧
病
之
發
日
、
当

物
忌

、
而
抛

万
事

参

御
堂
、
今
日
所
労
体
、
聊
以
宜

、
女
房
参
入
、
大

将
相

具
之
、

八
月
八
日

召

定
成

加

灸
治
、（
十
二
箇
所
）
然
而
依

本
病
無

術
、

強
所

灸
也
、
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八
月
十
四
日

此
日
小
兒
女
、
密
々
有

百
日
事
、
依

余
障
、
於

大
将
第

有

此
事
、

・
八
月
十
五
日

今
夜
為

違

秋
相
方
、
宿

大
将
南
宅
、
先

是
有

詩
、
題

云
、
勝
地
翫

明
月
、

・
八
月
廿
七
日

入

夜
為

方
違
、
参

御
堂
、
大
将
少
将
有

当
座
詩
、
文
士

少
々
会
合
、
不

及

夜
、

兼
実
は
八
月
一
日
か
ら
寝
込
ん
で
い
た
が
、
五
日
の
高
倉
院
御
月
忌
に
参
入
す

る
と
云
う
。
讃
岐
も
良
通
に
伴
わ
れ
て
参
入
し
て
い
る
。
八
日
に
は
本
病
治
療
の

た
め
に
兼
実
は
灸
冶
を
始
め
る
。

兼
実
の
落
胤
女
兒
（
母
女
房
三
位
殿
）
の
百
日
儀
が
、
十
四
日
に
良
通
家
で
執

り
行
わ
れ
て
い
る
。
兼
実
の
障
り
と
は
病
で
は
な
く
、
自
分
の
居
所
で
行
う
に
は

都
合
が
悪
い
ら
し
い
。
百
日
儀
へ
の
讃
岐
の
参
入
は
当
然
で
あ
る
。
十
五
日
に
は

良
通
南
宅
で
詩
会
が
あ
り
、
廿
七
日
に
は
方
違
先
の
御
堂
で
当
座
詩
が
行
わ
れ
て

い
る
。八

月
廿
九
日

入

夜
中
御
門
大
納
言
被

来
、
大
将
習

始
催
馬
楽
、（
伊
勢

海
、
先
三
句
）

九
月
三
日

中
御
門
大
納
言
被

来
、
大
将
習

伊
勢
海
残
三
句

了
、

九
月
十
三
日

中
御
門
大
納
言
被

来
、
教

催
馬
楽
於
大
将
、

十
月
三
日

未
刻
定
能
卿
来
、
自

院
告
送
云
、
大
将
殿
御
事
、
一
定
沙

汰
候

、

右
大
将
良
通
任

権
大
納
言

、

十
月
四
日

依

大
将
慶

人
少
々
来
、
入

夜
参
院
、
為

恐

悦
申
大
納

言
慶
事

也
、

十
月
七
日

入

夜
中
御
門
大
納
言
被

来
、
大
将
習

催
馬
楽
、
大
将
還

宣
旨
、

十
月
十
四
日

今
旦
女
房
見

最
吉
夢
、

十
月
十
八
日

右
大
将
任
大
納
言
拝
賀
也
、
以

家
司
季
長
朝
臣

先
申

余
、

十
月
廿
一
日

大

会
御
禊
行
幸
也
、
余
相

具
女
房
、
大
将
女
房
、
最

密
々
見
物
、

兼
実
は
良
通
に
公
卿
の
嗜
み
と
し
て
催
馬
楽
を
習
わ
せ
て
い
る
。
兼
実
は
良
通

の
大
納
言
所
望
を
諦
め
ず
に
只
管
所
望
の
祈
り
を
修
し
続
け
た
。
吉
報
が
十
月
三

日
に
齎
さ
れ
る
と
、
四
日
に
は
人
々
の
祝
賀
が
あ
り
、
夜
に
入
る
と
兼
実
は
大
納

言
拝
受
の
お
礼
に
院
へ
出
向
い
て
い
る
。

十
四
日
に
は
讃
岐
に
最
吉
夢
が
あ
り
、
十
八
日
に
は
良
通
の
大
納
言
拝
賀
が
行

わ
れ
た
。
廿
一
日
の
大
嘗
会
御
禊
行
幸
を
、
讃
岐
と
良
通
室
家
が
兼
実
に
伴
わ
れ

て
見
物
し
て
い
る
。

十
一
月
七
日

右
大
将
任

大
納
言

着
陣
也
、

十
一
月
十
八
日

故
女
院
周
關
御
法
事
也
、
修

曼
陀
羅
供
、
奉

供

養
御

墓
所
小
堂
、
伴

大
将
、
参

御
墓
所
、
山
法
印
僧
都
、

二
位
中
将
等
参
上
、
其
後
、
女
房
為

聴
聞

参
入
、
于

時
日
没
之
程
也
、
事
了
、
人
々
退
出
之
後
、
法
印
、
二

位
中
将
等
退
去
、
次
女
房
帰
宅
之
後
、
余
相

具
大
将

退
出
了
、

十
一
月
廿
八
日

寅
刻
懺
法
了
、
大
将
己
下
旧
臣
之
男
女
陪
従
等
廿
餘
人
、
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書

之
、

兼
実
は
体
調
が
回
復
し
た
よ
う
で
あ
る
。
十
一
月
七
日
は
大
納
言
良
通
の
着
陣

で
あ
り
、
高
地
位
を
望
む
こ
と
は
兼
実
家
で
あ
れ
ば
こ
そ
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。

十
八
日
に
御
墓
所
最
勝
金
剛
院
の
小
堂
で
行
わ
れ
た
女
院
の
法
事
に
、
讃
岐
も
聴

聞
に
訪
れ
て
い
る
。
廿
八
日
に
は
懴
法
が
修
了
し
、
旧
臣
の
男
女
陪
従
等
廿
餘
人

が
懴
法
を
書
い
て
い
る
。
讃
岐
も
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
。

十
二
月
七
日

秋
除
目
也
、
少
将
任

中
将
、

十
二
月
十
日

日
中
時
結

願
供
養
法
、
今
暁
女
房
見

吉
夢
、
折
節
尤
可

悦
、

十
二
月
十
八
日

大
将
教

節
会
内

事
、
有

習
禮
、

十
二
月
廿
日

中
将
拝
賀
也
、
兼
日
告

兵
部
省
、

仰

本
府
、
又
触

所
々
、

・
十
二
月
廿
一
日

大
将
方
有

密
々
詩
講
、
余
行
向
、
入

夜
帰
来
、
女
房
参

入
、
大
将
相

具
之
、

十
二
月
廿
六
日

定
能
来
、
大
将
密
々
有

会
之
習
禮
、

良
經
も
十
二
月
七
日
に
秋
の
除
目
で
中
将
に
任
じ
ら
れ
た
。
十
日
に
は
讃
岐
が

吉
夢
を
見
て
い
る
。
十
八
日
に
は
良
通
の
習
禮
が
あ
り
、
廿
日
に
良
經
の
拝
賀
を

行
う
た
め
に
兼
実
は
手
筈
を
整
え
て
い
る
。
廿
一
日
に
は
詩
講
が
行
わ
れ
て
兼
実

と
讃
岐
が
共
に
参
入
し
て
お
り
、
良
通
が
讃
岐
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況
か
ら

讃
岐
は
詩
と
連
句
会
に
何
度
も
参
入
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
廿
六
日
に
も
良

通
の
習
禮
が
行
わ
れ
て
い
る
。

年
表
『
二
条
院
讃
岐
の
実
人
生
』
㈡

⑺
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
三
十
九
歳

七
年
目
。

兼
実
の
体
調
不
良
は
断
続
的
に
続
い
て
お
り
、
讃
岐
は
傍
を
離
れ

る
こ
と
が
出
来
な
い
。

九
月
に
は
体
調
不
良
が
悪
化
し
て
お
り
、
兼
実
に
対
し
て
女
院
の

お
見
舞
い
が
あ
っ
た
。

兼
実
は
年
末
に
は
歩
行
困
難
に
な
り
、
外
出
に
は
手
輿
を
用
い
て

い
る
。

一
月
八
日

姫
君
の
お
供
で
吉
田
、
崇
神
院
等
へ
参
詣
。

一
月
十
一
日

姫
君
と
共
に
新
年
の
挨
拶
に
女
院
へ
出
向
く
。

二
月
廿
四
日

兼
実
の
介
護
の
合
間
を
縫
っ
て
、
女
院
の
御
堂
へ
修
二
月

の
聴
聞
に
参
入
。

三
月
九
日

姫
君
と
他
の
女
房
も
共
に
、
稲
荷
・

園
社
等
へ
参
詣
。

三
月
廿
三
日

今
暁
に
吉
夢
あ
り
。
兼
実
は
俄
に
熊
野
へ
使
い
を
立
て
る
。

三
月
晦
日

兼
実
の
吉
夢
に
依
り
、墨
字
で
心
經
三
巻
を
書
き
、供
養
奉
る
。

五
月
廿
六
日

宇
治
橋
の
合
戦
で
父
頼
政
と
兄
仲
綱
、
そ
し
て
源
氏
一
族

を
失
う
。

七
月
十
三
日

父
と
兄
の
中
陰
明
け
。

七
月
十
七
日

禊
を
修
し
て
急
ぎ
兼
実
家
へ
戻
っ
て
来
た
推
定
の
日
。

七
月
十
九
日

姫
君
の
着
袴
儀
に
参
仕
。

七
月
廿
五
日

着
袴
之
後
、
始
め
て
女
院
御
方
へ
出
向
く
姫
君
に
付
添
う
。

八
月
十
六
日

女
院
へ
恒
例
の
挨
拶
に
出
向
く
。

一
五
五

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）



九
月
十
五
日

暁
方
に
夢
あ
り
。
兼
実
の
所
労
回
復
を
願
う
強
い
気
持
ち
。

十
月
廿
四
日

女
院
御
方
の
御
懺
法
結
願
に
参
入
。

十
二
月
五
日

兼
実
の
代
理
で
心
經
十
二
巻
を
携
え
て
春
日
参
詣
。

⑻
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
四
十
歳

八
年
目
。

兼
実
は
年
頭
よ
り
体
調
不
良
が
続
く
。
五
月
中
頃
に
は
か
な
り
回

復
す
る
。

八
月
・
女
院
御
所
の
棟
上
げ
。
十
一
月
・
渡
御
。

十
二
月
四

日
・
女
院
崩
御
。

そ
の
後
の
追
善
供
養
と
法
要
に
は
、
兼
実
は
病
を
忘
れ
て
参
仕
す

る
。
讃
岐
の
悲
し
み
。

二
月
十
三
日

早
旦
か
ら
単
独
で
広
隆
寺
、
六
角
堂
へ
参
詣
。

閏
二
月
廿
四
日

女
院
へ
の
恒
例
の
挨
拶
に
出
向
く
。

三
月
十
四
日

姫
君
と
共
に
広
隆
寺
、
六
角
堂
へ
参
詣
。

三
月
廿
四
日

女
院
御
所
の
火
災
に
よ
り
、
頼
輔
南
直
廬
へ
一
時
渡
御
の

経
緯
を
院
に
申
上
。

兼
実
の
代
理
で
讃
岐
が
院
の
御
所
に
出
向
き
、
兼
実
の
意

向
を
伝
え
る
。

三
月
廿
七
日

兼
実
の
代
理
で
、
入
道
入
洛
の
慶
を
憲
親
法
師
に
伝
え
る
。

四
月
廿
七
日

甚
雨
の
中
。
女
院
御
所
へ
恒
例
の
挨
拶
に
出
向
く
。

六
月
三
日

姫
君
と
共
に
恒
例
の
吉
田
、

園
へ
参
詣
。

七
月
廿
五
日

兼
実
の
落
胤
女
兒
の
魚
味
を
食
す
る
儀
が
女
院
で
行
わ
れ
た
。

七
月
廿
六
日

女
院
の
御
所
へ
参
る
。
昨
日
の
行
事
の
お
礼
に
出
向
く
。

八
月
四
日

姫
君
と
と
も
に
賀
茂
社
へ
恒
例
の
参
詣
。

九
月
七
日
か
ら
十
一
月
廿
二
日
の
間
に
、
兼
実
家
で
は
連

句
会
を
十
三
回
開
く
。

文
士
達
が
同
席
す
る
と
き
は
讃
岐
の
参
入
も
あ
り
得
る
。

詠
歌
に
関
し
て
早
く
か
ら
良
通
や
良
經
と
の
繫
が
り
が
指

摘
出
来
る
。

十
月
十
三
日

女
院
へ
の
恒
例
の
挨
拶
に
出
向
く
。女
院
の
御
所
は
再
建
中
。

十
一
月
二
日

女
院
の
渡
御
儀
に
、
狩
衣
と
濃
袴
で
供
奉
す
る
。

未
完
成
の
女
院
御
所
へ
の
渡
御
儀
は
、
近
辺
に
よ
り
徒
歩

に
て
行
わ
れ
た
。

十
一
月
十
四
日

兼
実
と
共
に
女
院
の
新
御
所
を
見
回
る
。
装
束
の
下
見
と

考
え
ら
れ
る
。

十
一
月
十
九
日

女
院
新
御
所
渡
御
。
そ
の
後
、
廿
九
日
御
不
餘
始
。
六
日

後
に
崩
御
。

十
二
月
四
日

皇
嘉
門
院
崩
御
。
御
墓
所
・
最
勝
金
剛
院
御
所
。

⑼
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
四
十
一
歳

九
年
目
。

兼
実
は
二
月
か
ら
四
月
頃
に
か
け
て
所
労
が
続
く
。
良
通
の
体
調

不
良
も
重
な
る
。

所
労
の
兼
実
は
御
堂
に
参
宿
し
一
心
に
法
要
に
努
め
る
。
兼
実
へ

讃
岐
の
気
配
り
が
続
く
。

兼
実
家
は
良
通
と
良
經
の
位
階
昇
進
で
慶
賀
が
続
く
。

一
月
十
二
日

女
院
の
旧
臣
女
房
達
が
結
縁
經
を
供
養
。
讃
岐
も
聴
聞
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に
参
入
。

讃
岐
は
自
筆
の
書
写
に
よ
る
般
若
心
經
を
供
養
。

一
月
十
七
日

良
通
の
営
む
佛
事
に
聴
聞
の
た
め
参
入
。

一
月
廿
四
日

兼
実
は
女
房
侍
僧
等
に
御
堂
に
留
ま
り
、
結
番
し
て
不

断
に
念
仏
す
べ
し
と
指
示
。

二
月
三
日

良
通
の
風
病
を
見
舞
う
。

三
月
卅
日

三
時
懺
法
を
聴
聞
の
た
め
参
入
。

五
月
十
六
日

所
労
軽
減
に
依
り
兼
実
が
出
仕
す
る
。
傍
ら
に
居
る
讃

岐
も
安
堵
す
る
。

六
月
廿
九
日

女
房
達
の
法
華
経
供
養
に
讃
岐
も
兼
実
と
共
に
参
入
し
聴
聞
。

七
月
八
日

御
堂
に
参
り
供
花
。
女
院
と
亡
き
父
頼
政
に
も
歌
集
奉

納
の
成
功
を
祈
念
。

加
茂
重
保
の
勧
進
に
よ
り
七
月
中
旬
頃
『
二
条
院
讃
岐

集
』
を
賀
茂
社
に
奉
納
。

七
月
廿
六
日

良
通
の
体
調
不
良
を
兼
実
と
共
に
見
舞
う
。

八
月
五
日

良
通
に
伴
わ
れ
て
御
堂
の
高
倉
院
御
月
忌
へ
参
入
。
体

調
不
良
の
兼
実
も
参
入
。

八
月
十
四
日

良
通
宅
で
行
わ
れ
た
兼
実
落
胤
女
子
百
日
儀
に
参
入
。

十
月
十
四
日

最
吉
夢
を
見
る
。

十
月
廿
一
日

兼
実
に
伴
わ
れ
て
良
通
室
と
共
に
大
嘗
会
御
禊
行
幸
を
見
物
。

十
一
月
十
八
日

女
院
年
回
忌
。
最
勝
金
剛
院
小
堂
で
行
わ
れ
る
佛
事
に
参
入
。

十
二
月
廿
一
日

良
通
に
伴
わ
れ
て
復
活
連
句
会
に
参
入
。
詩
と
連
句
の

知
識
を
得
る
。

四
月
廿
三
日
〜
十
二
月
廿
一
日
間
に
復
活
連
句
会
を
八

回
開
講
。（
注
４
参
照
）

お
わ
り
に

讃
岐
は
体
調
不
良
の
兼
実
の
傍
ら
に
あ
っ
て
介
護
に
明
け
暮
れ
て
い
た
が
、
そ

の
一
方
で
次
世
代
の
良
通
と
良
經
は
頼
も
し
い
若
者
に
成
長
し
て
い
っ
た
。
兼
実

は
詩
と
連
句
に
対
す
る
二
人
の
才
能
を
更
に
伸
ば
す
た
め
に
、
時
に
は
文
士
を
招

き
入
れ
て
密
々
な
が
ら
詩
と
連
句
会
を
催
し
て
い
る
。

こ
の
詩
と
連
句
会
に
は
、
兼
実
の
参
入
と
良
通
に
伴
わ
れ
た
讃
岐
の
参
入
も
見

え
て
お
り
、
讃
岐
に
と
っ
て
は
和
歌
以
外
の
知
識
を
豊
富
に
得
る
場
で
あ
っ
た
と

云
え
よ
う
。
そ
れ
は
四
十
一
歳
・
寿
永
元
年
七
月
に
賀
茂
社
へ
奉
納
し
た
『
二
条

院
讃
岐
集
』
や
、
こ
れ
以
後
の
勅
撰
和
歌
集
等
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。本

稿
で
の
検
証
に
依
り
、
兼
実
の
意
識
は
讃
岐
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
見
え

て
い
る
。
兼
実
は
讃
岐
が
傍
ら
に
居
な
い
人
生
は
考
え
ら
れ
な
い
ら
し
く
、
自
分

に
尽
く
し
て
く
れ
る
讃
岐
を
、
日
常
生
活
の
中
で
最
重
要
な
位
置
に
置
い
て
兼
実

は
家
経
営
に
当
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
時
折
自
分
の
代
理
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
春
日
へ
の
代
理
参
詣
、

女
院
の
火
災
時
の
処
遇
に
対
す
る
院
へ
の
代
理
説
明
、
女
院
新
御
所
の
装
束
の
取

仕
切
り
等
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
頼
政
の
満
中
陰
を
待
っ
て
姫
君
の
着
袴
儀
へ
讃

岐
の
参
入
を
繰
り
合
わ
せ
た
の
は
、
兼
実
な
ら
で
は
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

養
和
元
年
十
二
月
四
日
。
二
条
内
裏
を
退
出
し
て
以
来
、
讃
岐
の
後
見
人
で
あ

っ
た
皇
嘉
門
院
の
崩
御
で
あ
る
。
讃
岐
が
女
院
崩
御
の
悲
し
み
に
浸
る
に
は
、
讃

一
五
七

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇
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四
十
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（
二
〇
一
二
年
三
月
）



岐
の
日
々
の
生
活
環
境
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
養
和
元
年
七
月
廿
五
日
、
兼
実
落
胤
女
子
魚
身
を
食
す
る
儀
。
寿
永

元
年
八
月
十
四
日
、
兼
実
落
胤
女
子
百
日
儀
が
見
え
て
お
り
、
こ
の
女
子
の
成
長

を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

〔
注
〕

１
）
拙
稿
参
考
論
文

「
二
条
院
讃
岐
の
人
生
」
｜
前
半
生
を
中
心
に
｜

（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
三
十
八
号
、
平
成
二
十
二
年
三
月
）

「
二
条
院
讃
岐
の
実
人
生
」
｜
後
半
生
を
中
心
に
｜

（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
三
十
九
号
、
平
成
二
十
三
年
三
月
）

（
２
）
十
月
廿
日

延
暦
寺
衆
徒
、
熾
盛
蜂
起
、
又
新
都
作
事
、
竹
柱
之
外
一
切

不
可
候
、

十
月
廿
九
日

坂
東
逆
賊
党
類
、
餘
勢
及

数
萬
、
追
討
使

弱
無

極
云
々
、

十
一
月
一
日

追
討
使
維
盛
朝
臣
己
下
、
被

追
帰

了
、
凡
逆
党
不

知

幾

萬
騎
、

十
一
月
五
日

前
将
軍
宗
盛
、
可

有
遷
都

之
由
、
示

禅
門

云
々
、
不

承
引

之
間
、
及

口
論
、
人
以
驚

耳
云
々
、

十
一
月
廿
六
日

院
入

夜
、
御
入
洛
、
余
依

疾
不

参
上
、
法
皇
、
未
刻
許
御

入
洛
、

十
一
月
八
日

遠
江
以
東
十
五
ヵ
国
与
力
、
至

于
草
木
、
莫

不

靡
云
々
、

十
一
月
十
二
日

関
東
逆
党
、
己
来

及
美
乃
国

云
々
、

十
一
月
十
七
日

美
濃
源
氏
等
、
皆
悉
与

力
凶
賊
等
、
両
国
併
伐
取
了
、

十
一
月
廿
一
日

近
江
国
又
以
属

逆
賊

了
、
還
都
被

縮
畢
、
廿
六
日
後
入
洛
、

十
一
月
廿
二
日

自

関
東

称

一
院
第
三
親
王
宣
、
可

誅

伐
清
盛
法
師
、

十
一
月
廿
九
日

近
江
国
武
士
数
千
騎
、
自

今
日
申
刻
許

打

入
三
井
寺

云
々
、

十
二
月
二
日

追
討
使
下
向
、
近
江
道
方
、
知
盛
卿
為

大
将
軍
、
伊
賀
道
、

少
将
資
盛
為

大
将
軍
、
伊
勢
道
、
即
国
司
清
綱
行
向
云
々
、

十
二
月
廿
三
日

維
盛
朝
臣
為

副
将
軍
、
下

向
近
江
国

云
々
、

（
３
）
九
月
十
八
日

未
刻
、
向

新
造
之
所
、
見

作
事
、
次
参

女
院
、

九
月
十
九
日

申
刻
参

女
院
、
此
次
見

廻
作
所
、

九
月
廿
六
日

申
刻
、
参

女
院
、
先
見

作
所
、
入

夜
帰
来
、

十
月
二
日

及

晩
、
見

廻
造
作
之
所
、
又
参

女
院
、
入

夜
帰
来
、

十
月
五
日

晩
頭
参

新
造
所
、
即
参

女
院

、

十
月
九
日

参

新
宮
造
之
所
、
見
廻
、
即
参

女
院
、
入

夜
帰
来
、

十
月
十
二
日

見

廻
作
所
、
自

其
参

女
院
、
入

夜
帰
来
、

十
月
十
六
日

及

晩
、
参

新
所
、
見
廻
、
即
参

女
院
、
入

夜
帰
来
、

十
月
廿
日

晩
景
、
参

作
所
、
参

女
院
、
即
帰

家
、

十
月
廿
二
日

参

新
御
所

女
院
、
入

夜
帰
来
、

十
月
廿
五
日

参

新
御
所
、

十
月
廿
七
日

見

廻
新
御
所
、

（
４
）
㈠
四
月
廿
三
日

大
将
来

此
第
、
密
々
有

詩
、
連
句
等
、

㈡
四
月
廿
八
日

大
将
来
、
此
夜
、
密
々
有

詩
、
連
句
等
、
長
光
入
道
候

其
座
、

㈢
六
月
十
三
日

姫
君
猶
發
了
、
大
将
方
有

連
句
、
並
密
々
詩

云
々
、

㈣
六
月
廿
九
日

今
夜
、
大
将
、
少
将
共
有

連
句
之
興
、
又
密
々
有

詩

云
々
、

㈤
七
月
十
八
日

大
将
来
、
有

小
連
句
、
並
詩
等
事
、

㈥
八
月
十
五
日

先

是
有

詩
、
題
云
、
勝
地
翫

明
月
、

㈦
八
月
廿
七
日

大
将
、
少
将
有

当
座
詩
、
文
士
少
々
会
合
、
不

及

夜
、

㈧
十
二
月
廿
一
日

大
将
方
有

密
々
詩
講
、
余
行
向
、
入

夜
帰
来
、
女
房
参

入
、
大
将
相

具
之
、

（
い
さ

み
ち
こ

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
）

（
指
導：

黒
田

彰

教
授
）

二
〇
一
一
年
九
月
十
二
日
受
理

一
五
八

二
条
院
讃
岐
の
実
人
生

㈡

（
伊
佐
迪
子
）


